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A. 研究目的 

 無煙たばこ、電子タバコの健康影響を評価すること 

 

B. 研究方法 

 国内外で実施された研究報告を収集し、国際的な

評価がなされている場合は要約し、国内で実施され

た研究をとりまとめて国際的な評価と比較、検討する。

国内外報告を総括して、無煙たばこ、電子タバコの

健康影響について評価を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

新たなデータは収集せず、既に発表された論文

や報告等を収集し、必要なデータを更新して検討す

るため、倫理的な問題は生じないものと考える。 

 

C. 研究結果 

１. 無煙たばこ（嗅ぎたばこ） 

① 無煙たばこ（嗅ぎたばこ）の特徴 

無煙たばことは、製品を加熱・燃焼させることなく

使用するたばこ製品であり、スヌースを含む嗅ぎたば

こ、ガムたばこを含む噛みたばこなどの形態がある。

具体的には、口腔内や唇・頬と歯肉の間に留置し、

吸引することや噛むなどの方法によって使用する製

品、鼻腔より細かいたばこ混合物を吸入、吸収する

などの方法により使用する製品などがある。 

わが国では、日本たばこ産業株式会社（JT）が「ゼ

ロスタイル」という銘柄名で無煙たばこ（嗅ぎたばこ）

を発売している。スヌースは、加工したたばこの葉を

入れた「ポーション」という小袋を口に含み、頬と歯茎

の間に挟んで使用する製品である。 

 

② 無煙たばこ（嗅ぎたばこ）の健康影響 

無煙たばこに関しては、他のたばこ製品と同様、

使用者への健康影響が指摘されている。無煙たばこ

には 30 種類近くの発がん物質が含まれており、ヒト

に対する発がん性のある「グループ１発がん物質」に

分類されることが、IARC（国際がん研究機関）により

示されている【2】。 

主な含有物質は、非常に発がん性が高いタバコ

特異的ニトロサミン（TSNA）、ホルムアルデヒド、ベン

ゾピレンなどの多環芳香族炭化水素（PAH）、鉛、ポ

ロニウム-210、ウラン-235、-238 など放射性同位元素

である。 

 これらの発がん物質は、膵臓がん、口腔がん、食

道がんの原因となる。また、歯周病、う蝕、歯の喪失、

歯肉退縮、早産、妊娠中毒症（妊娠に関連した高血

圧）を引き起こす。無煙タバコの消費量が増えると、

循環器系の疾患、糖尿病やメタボリックシンドローム 
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 無煙たばこ（嗅ぎたばこ）の健康影響に関する研究は、ほとんどが海外、特に西欧からのものである。科学的

証拠は、無煙たばこ（嗅ぎたばこ）と発がんとの因果関係を推定するのに十分である。 
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が増える可能性も指摘されている【3】。 

 ヨーロッパでは、無煙たばこは人々の健康に利益

をもたらすことはなく、長期的にはたばこ消費を増大

させることになるとして、無煙たばこをヨーロッパ市場

に提供する必要はないと判断している。欧州連合

（EU）では、EU 指令により、スウェーデン以外での

口腔用無煙たばこ（スヌースを含む）の販売を禁止し

ている【4】。スウェーデンでは、歴史的に長期にわた

り、特に男性の間でスヌースが広く使用されてきたこ

ともあり、EU 加盟国ではあるが、スヌースの販売禁止

を免れている【3】。しかしながら、欧州委員会の新

興・新規健康リスクに関する科学委員会（SCENIHR）

は、依存性と有害性の観点から EU 指令を支持する

との結論を導き、さらに無煙タバコが禁煙支援に役

立つという証拠は不十分であって、スウェーデンの

経験を他の国にあてはめるべきではないと結論づけ

ている【5】。 

 わが国でも、日本学術会議より無煙たばこの使用

による健康影響を懸念する「無煙タバコ製品（スヌー

スを含む）による健康被害を阻止するための緊急提

言」が公表されており【6】、厚生労働省のホームペー

ジ上で緊急提言を含めた「無煙たばこ・スヌースの健

康影響について」の情報を提供している【7】。 

 

2. 電子タバコ及び加熱式たばこ製品 

① 電子タバコの特徴 

 電子タバコは、近年、世界各国で販売および使用

が急速に拡がっている。このため、2014 年 10 月のた

ばこの規制に関する世界保健機関枠組条約第 6 回

締約国会議（WHO FCTC COP6）では、主要な議題

として議論された【8】。 

 

② 電子タバコの健康影響 

 電子タバコから発生する蒸気、エアロゾルは、単な

る「水蒸気」ではない【1,9】。わが国で流通している

電子タバコにおいても、詰替カートリッジの溶媒中に

含まれるプロピレングリコール、エチレングリコールな

どグリコール類が加熱中に熱分解し、ホルムアルデヒ

ド、アセトアルデヒド、アクロレインなどが発生すること

が報告されている【10, 11】。また、詰替液の分析から

は、ほぼ半数の製品から微量のニコチンが検出され

ており、限られた Lot における偶発的な混入ではな

い可能性が指摘されている【11】。 

疾病の発症までには時間のズレがあることから、

電子タバコの使用と疾病の関連性が入手できるまで

には時間を要する。使用者本人の影響にしても、受

動喫煙による影響にしても、電子タバコの煙への暴

露が増えた場合に疾病や死亡リスクが増加するかは

分かっていないが、懸念があることは事実であり、警

戒と研究の継続が必要と言えるだろう。 

 

③ 加熱式たばこ製品 

 電子タバコのような詰替液は使用せず、たばこの葉

を含むカートリッジを加熱して吸い込む電気加熱式

たばこ製品も登場している。JT は 2013 年にプルーム、

またフィリップモリスジャパンは 2014 年に iQOS（アイ

コス）の販売を開始した。 

これらの製品は、たばこの葉を使用しているため、

たばこ事業法に基づくパイプたばこに位置づけられ

ている。これらの製品についても、有害化学物質の

発生原理、発生量、香料など添加物について、今後

の研究が待たれている【12】。 

 

D. 考察 

 無煙たばこ（嗅ぎたばこ）の健康影響に関する研究

は、ほとんどが海外、特に西欧からのものである。 

 一方、電子たばこについては、電子タバコの使用と

疾病の関連性が入手できるまでには時間を要するた

め、電子タバコの煙への暴露が増えた場合に疾病

や死亡リスクが増加するかは分かっていない。しかし

ながら、エアロゾル中から IARC 発がん性分類グル

ープ１に分類される物質が発生するものもあり、暴露

による健康影響への懸念がある。 

 

E. 結論 

1. 科学的証拠は、無煙たばこ（嗅ぎたばこ）と発が

んとの因果関係を推定するのに十分である（レ

ベル 1）。 

2. 電子たばこによる健康影響が懸念されているが、

電子たばこの市場参入が最近のことであり、疾

病との因果関係については明らかになっていな

い。 

以上、国内および国外の科学的証拠に基づいて評

価した。 
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F. 健康危険情報 

（総括研究報告書にまとめて記入） 

 

G. 研究発表 

1. 論文発表 

なし 

2. 学会発表 

なし 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況 
1. 特許取得 
なし 
 
2. 実用新案登録 
なし 
 
3.その他 
なし 

 


